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令和6年度予算編成方針について（通知） 

 

1 社会経済情勢と国の動向 

 内閣府が発表した9月の月例経済報告では、景気認識を示す基調判断を「景気は、緩やかに回復

している」とし、先行きについては、「雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、

緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行

き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、

金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。」とされている。 

 政府は、6月16日に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2023」において、社会問題

の解決に向けた取組それ自体を成長のエンジンに変え、内外の歴史的・構造的な変化と課題の克服

を進めることとしており、少子化対策・こども政策の抜本強化、持続可能な社会保障制度の構築、

デジタル社会・脱炭素社会・包摂社会の実現、防災・減災・国土強靭化などを推進することを挙げ

ている。特に、少子化対策・こども政策については、最も有効な未来への投資であり、「こども未来

戦略方針」に沿って、取組を抜本強化し、少子化傾向を反転させることとしている。 

 さらに、中長期の経済財政運営について、「新型コロナウイルス感染症の感染症法における位置づ

けの変更を踏まえて、地方財政の歳出構造について平時に戻す」としており、今後の国の動向を注

視していく必要がある。 

 

2 地方交付税の見通しと地方財政の課題 

 歳入の約 5 割を占める地方交付税の見通しは、総務省の令和 6 年度予算概算要求において、「新

経済・財政再生計画」、「経済財政運営と改革の基本方針2023」等を踏まえ、交付団体を始め地方の

安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、令和5年度地方財政計画の水準を下回ら

ないよう実質的に同水準を確保することとしている。 

令和6年度地方財政収支の仮試算では、不交付団体を除いた交付団体ベースの一般財源の総額を

62.8兆円（対前年度比＋0.6兆円）とし、そのうち、地方交付税については18.6兆円（対前年度比

＋0.2兆円）、臨時財政対策債については0.7兆円（対前年度比△0.3兆円）となっている。 

令和6年度の地方財政の課題として、「①活力ある多様な地域社会の実現等の重要課題への対応」、

「②地方の一般財源総額の確保等」、「③地域ＤＸの推進と財政マネジメントの強化」が掲げられて

おり、こうした動きにも注視していく必要がある。 

 

 

 



 

 

3 町財政の現状と見通し 

本町の財政状況は、平成 30 年度決算において基金残高が 9 億円台まで減少するなど、基金に依

存した財政運営から脱却するため、第 6期下川町総合計画（令和元～12年度）の策定に合わせて、

財政運営基準を設定し、持続可能な財政運営の実現に向けた取組を進めている。 

 令和4年度決算では、第6期下川町総合計画の財政運営基準である基礎的財政収支は5年連続で

黒字化を達成し、基金残高は4年連続で増加（③14.6億円⇒④15.3億円）、地方債残高は5年連続

で減少（③59.2 億円⇒④57.0 億円）しており、数値上、財政面での改善を示す結果となっている。 

 一方、将来に目を向けると、昨今の物価高騰・賃上げに伴う公共施設等の燃料費・電気料・人件

費の増加、公共施設の老朽化に伴う維持補修費の増加など、経常的費用の財政需要が増えることに

加え、公共施設の老朽化に伴う更新需要、行政のデジタル化、脱炭素社会の実現など、様々な財政

需要が見込まれる。 

 また、令和 6 年度の歳入見通しでは、歳入の約 5 割を占める地方交付税等について、「地方の安

定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、令和5年度地方財政計画の水準を下回らな

いよう実質的に同水準を確保する」としているが、町税収入なども含めて一般財源総額の大幅な増

額は見込めない状況にあり、今後の財政運営は厳しさを増すものと考えられる。 

 

これらの現状及び将来を含めた様々な課題を職員一人ひとりが再認識し、第6期下川町総合計画

の将来像である 2030 年における下川町のありたい姿の実現に向け、長期的・複眼的な視点でまち

づくりを進めていく必要がある。 

以上のことを前提に、次の方針に基づき、令和６年度予算編成を進めるものとする。 

 

4 予算編成における基本方針 

(1) 基本方針 

社会環境の変化や多様化するニーズを的確に把握し、迅速かつ柔軟に対応するとともに、第

6 期下川町総合計画の将来像である『誰ひとり取り残されず、しなやかに強く、幸せに暮らせ

る持続可能なまち（2030年における下川町のありたい姿）』の実現を目指すこととする。 

また、予算編成作業では、生産年齢人口の減少等を踏まえ、中長期の視点に立った『持続可

能な財政運営（財政運営基準の順守）』を基本とし、職員一人ひとりが、将来を含めたコスト意

識を持って施策の優先順位を定め、前例や既成概念にとらわれない徹底した歳入・歳出両面の

見直しを進めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるよう努める。 

 

(2) 基本施策 

第6期下川町総合計画の将来像の実現に向け、総合計画における「分野方針・目指す方向性」

に基づき、各種施策・事業に取り組むこととする。 

分野方針 目指す方向性 

福祉・医療 すべての町民が、健康で安全安心に必要な子育て・医療・介護・自立支援な

どのサービスを受けながら幸せに生き生きと暮らせることができるまちづ

くりを目指す 



 

 

教育 個性・可能性・魅力を引き伸ばすひとづくり、すべての町民に生涯にわたり

学習（スポーツ・文化含む）する機会を提供し、特に未来を担う児童生徒に

は、包摂的かつ公平な質の高い教育の提供を目指す 

生活環境 住宅の集約等、都市機能のコンパクト化により住環境や道路網、公共交通等

の利便性を向上させるとともに、防災や防犯、救急体制の効率化を図り、安

全で安心な生活環境を目指す 

産業 基幹産業（農林業）の収益の拡大と人材確保のための施策を講じ、更なる成

長を目指す 

地域自治・ 

地域内連携 

公区機能の維持・強化等により自主地域活動を支援していくとともに、町民

意見の聴取、情報発信によるまちづくりへの参加を促し、自治意識の高揚、

地域力向上を目指す 

行財政 社会情勢の変化などを予測しつつ、長期的・複眼的な視点で、総合的かつ計

画的な行政運営を行うため、政策を戦略的に展開できる組織体制を整備する

とともに、政策と財政が両立する持続可能な財政運営を目指す 

 

(3) 重視する視点 

 ア 予算要求基準 

予算要求基準は、総合計画進捗管理計画における「令和6年度計画額（一般財源ベース）」

の範囲内とし、進捗管理計画に搭載していない事業の予算要求は、原則として認められない

ものとする。 

 

イ 第6期総合計画の着実な推進 

総合計画審議会での審議内容や各審議会等の意見、公区要望など町民意見などをしっかり

と受け止め、あらゆる可能性を検証し、最大限、施策、事業に反映させ、総合計画に基づき

計画的な推進が図れるよう予算編成を行うこと。 

 

ウ 効率的で効果的な行財政運営の推進 

事業の立案にあたっては、合理的かつ効果的な視点に立って「最小の経費で最大の効果」

を上げることを常に念頭に置き、持続可能な財政運営を行うためにも、あらゆる財源の確保

について常に調査研究し、創意工夫するなど最大限の努力を払うこと。 

 

  オ 積極的な情報公開と町民の理解 

事業の推進にあたっては、審議会等での議論、説明会の開催、広報等での周知など、丁寧

な手続きを通じて、町民の理解と協力を得られるよう積極的な情報提供に最大限留意するこ

と。 

 

 

 



 

 

 カ 働き方改革の推進 

職員の多様で柔軟な働き方の実現と生産性向上を図るため、業務の平準化・標準化等によ

る効率性の向上を図るとともに、あらゆる観点から創意工夫して仕事の進め方や業務の抜本

的な見直しを不断にかつ積極的に推進すること。 

 

キ デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

令和7年度末を目標とする国標準システムへの移行を踏まえ、これまでの事務処理に固執

することなく、システムに合わせた見直しを行うとともに、デジタル技術を積極的に活用し、

業務の効率化を図ること。 

    また、行政手続のオンライン化を推進し、幅広い分野で町民が利便性の高いサービスを享

受できる環境整備を図ること。 

 

ク 公共施設等の適切な管理運営と最適化 

    施設の総量を減らし、財政負担の軽減・平準化を図るため、公共施設等総合管理計画や公

共施設個別計画に基づき、公共施設の管理運営方法の見直しや中長期的な視点で施設の統廃

合や更新、長寿命化等の検討を進めること。 

    また、インフラ施設についても安全確保を最優先に将来負担を考慮した維持管理を計画的

に進めること。 

 

ケ 国等の動向の的確な把握と対応 

    国等の経済対策、生活支援策等については、国等が施策を検討している段階から、その動

向を注視し、予算計上を逸することなく、事業の趣旨や必要経費などの的確な把握に努め、

予算要求を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和6年度予算編成留意事項 

 

1 総括事項 

 (1) 地域課題等への対応 

  ① 予算編成にあたっては、地域課題や町民意見をしっかりと受け止め、予算執行段階におけ

る諸問題を各課のみならず、横断的な連携により精査し、決算に係る監査意見及び議会決算

認定特別委員会の審査意見、公区要望や総合計画審議会、各個別審議会での意見などを十分

考慮し、最大の行政効果が上がるよう努めること。 

 

 (2) 特定財源の活用 

① 歳入額の多寡にかかわらず、あらゆる歳入の可能性を検討し、積極的な財源確保に努め、

最大限、特定財源を活用すること。 

② 国・道支出金等については、国や道の動向を踏まえた上で、各省庁等の補助制度を的確に

把握し、他市町村の活用事例も参考にしつつ、活用可能な補助金等を漏らすことなく計上す

ること。 

なお、新規に補助申請(公募を含む)を行う場合は、総務企画課長に事前協議を行うこと。 

 

(3) 年度途中の補正 

① 年度途中の補正については、補助事業採択によるもの、制度改正を伴うものなど、特別な

事由により真にやむを得ないものについて行うものとし、予算計上漏れなどによる安易な補

正は認められないことから、当初予算の積算段階において十分に精査すること。 

 

(4) 予算要求単位の変更 

① 令和6年度予算から不用額の抑制と事務効率化を目的に事務事業ごとの予算要求額の単位

を「千円単位」へ変更することから、予算見積書積算式に記載の「端数調整」などの表記は

削除すること。 

 

2 歳入に関する事項 

 歳入の見積もりにあたっては、社会経済情勢の動向、過去の実績等を精査分析し、地方財政に関

する国の制度改正の動向等を情報収集するよう努め、正確にその財源を捕捉し、過大、過小になら

ないよう留意すること。 

(1) 町税 

  ① 町税は、歳入の根幹をなすものであり、今後の税制の動向、地域経済の分析等を多角的に

行い、的確な見積もりに努めること。 

  ② 引き続き適正な賦課、徴収に努め、町税負担の公平を期すこと。 

 

 

 



 

 

(2) 国・道支出金 

① 制度改正及び国や道の予算編成の動向を十分に把握し、的確な要求を行うとともに、安易

に低率な補助制度を受けることがないよう十分精査、検討すること。 

 

(3) 町債 

 ① 町債は、後年度の財政負担を考慮し、原則として償還財源が地方交付税により補填のある

ものや、償還金に使用料など特定財源が充当できるものに限ること。 

② 10万円単位で計上するとともに、計上にあたっては、財政担当と十分協議すること。 

 

(4) 未収金 

① 負担の公平性を保つため、解消に積極的に努めることとし、滞納分の20％以上を財源とし

て計上すること。 

 

3 歳出に関する事項 

 歳出の見積もりにあたっては、常に見直しの視点をもち、施策全般にわたって創意工夫をもって

編成するものとする。 

 特に予算編成にあたっては、執行状況を的確に把握するとともに、各事業において積算根拠を明

確にし、事務経費の徹底した縮減を図り、必要性、緊急性、行政効果などに欠ける経費は計上しな

いこと。また、各科目を通じ過大見積を避け、適正な金額を計上すること。 

(1) 人件費 

  ① 会計年度任用職員の予算要求にあたっては、必要性や効率性等を十分検討し、必要最小限

度の要求とすること。 

 

 (2) 扶助費 

  ① 扶助費は増加傾向にあることから、補助単独を問わず、対象者や扶助額について徹底した

調査を行い、適正な制度運用を行うこと。 

② 単独事業については、事業の効果や制度そのものの継続の合理性等を必ず整理の上、制度

改正や事業内容の見直しを積極的に検討すること。 

 

 (3) 投資的経費 

  ① 投資的経費は、事業内容について十分検討した上で、行政効果、必要性、緊急性、経済性

及び財政負担に十分留意し、関連各課と連携し、調整を行った上で計上すること。なお、起

債による後年度負担や基金残高など財政負担を踏まえ、大規模な修繕工事など、複数年で実

施することが可能なものは、年次的に実施する方法も検討すること。 

  ② 工事請負費で 50 万円を超えるものについては、必ず建設水道課と早期に協議を行うこと

とし、安易に業者からの見積もりのみをもって計上しないこと。 

 

 



 

 

 (4) 物件費 

  ① 物件費については、物価高騰の影響を受け、要求額が上昇する見込みであるが、安易に物

価上昇分を増額要求するのではなく、利用実態や利用形態等を精査し、必要最小限の要求と

すること。 

  ② 定例的な業務委託契約については、安易に統一単価の見直しのみで計上することなく、仕

様や積算内容について点検し、必要額を積算した上で計上すること。 

③ 指定管理施設については、管理状況の把握とさらなる効率的な管理運営ができないか指定

管理者と十分協議した上で計上すること。 

  ④ 旅費は、従来の惰性で漫然と計上することなく、オンラインでの対応も含め、旅行方法、

回数、必要性、人数などを抜本的に検討、見直しを行い、行政効果の期待できないものは計

上しないこと。 

  ⑤ 一般事務消耗品については、プリンタートナーなどを含め、原則、総務管理費で一括して

計上するので計上しないこと。（補助事業、施設管理に係る特定の消耗品を除く。） 

また、各課でストックしている消耗品を有効に活用することとし、リサイクルできるもの

は最大限活用すること。 

  ⑥ 施設の維持修繕費については、施設の点検・確認を行い、その重要性、緊急性等により取

捨選択して、安易に補正予算で計上するのではなく、必要なものは当初予算で計上すること。 

  ⑦ 備品購入費は、必要性を十分精査するとともに、財政負担の平準化を図るため、物品の性

質によってリースの検討も行うこと。なお、予算要求にあたっては、必ず1社以上から参考

見積もりを徴収すること。また、下川町地域材利用推進方針に基づき、地域材で制作可能な

ものについて検討を行うこと。 

 

 (5) 補助費 

  ① 団体運営補助金等は、団体の活動状況等を十分把握し、補助対象の見直し、事業内容の精

査など、行政評価結果等も踏まえて、単に前年度同額を計上することのないよう留意するこ

と。なお、見直しを行う場合は、必ず団体と協議を行うこと。 

  ② 事業補助は、補助率や補助上限の見直し、年度予算の上限設定、事業内容の見直しなど、

行政評価結果等を踏まえて計上すること。 

③ 新規の補助制度の創設や補助対象の拡大、または補助要件を緩和する場合などの際には、

所得制限の設定など費用総体を抑制する方策も併せて検討すること。 

 

4 特別会計及び公営企業会計に関する事項 

 特別会計及び公営企業会計については、一般会計の予算編成に準ずるとともに、企業的感覚を十

分に発揮して経営の合理化を図るとともに、独立採算性の確保に努め、安易に一般会計からの繰入

金等に依存することのないよう留意すること。 

 また、設備の更新にあたっては、多額の投資が必要なことから、長寿命化計画などに基づき、財

政負担を考慮の上、計画的に進めること。 

 




